
使用済小型家電使用済小型家電使用済小型家電使用済小型家電のののの回収回収回収回収にににについてついてついてついて    
 

１１１１    目目目目    的的的的    

民間企業と連携して平成２４年度から市内２か所の家電量販店に回収ボックスを設

置し、家庭から出る使用済小型家電の回収を実施しています。 

その後、平成２５年４月に廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保などを

目的とする「小型家電リサイクル法」が施行されたところです。 

この度、回収拠点を増やすことで市民の排出利便性の向上を図りながら「小型家電

リサイクル法」に基づく回収を始めることで資源の有効な利用などを図るものです。 

 

２２２２    回収方法回収方法回収方法回収方法等等等等    

(1) 回収方法 

 公共施設４か所（予定）にボックスを設置して回収。 

(2) 回収対象品目 

家庭で不用となった小型家電のうち、回収ボックスの投入口（縦４５㎝×横４５㎝）

に入る大きさのもので、小型家電リサイクル法施行令で定める品目の内、以下の品目

以外のすべて。 

・回収できないもの 

○投入口に入らないもの。 

○メモリーカード、ＣＤ、ＤＶＤなどの記録媒体やバッテリー、電池類。 

○家電リサイクル法の対象機器（テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣

類乾燥機）、ワープロ、パソコン用モニター、スピーカー、除湿機、こたつ、電気カ

ーペット、電気毛布、蛍光管、電球。 

    

３３３３    開始時期開始時期開始時期開始時期    

  平成２６年８月頃を予定 

 

４４４４    回収回収回収回収ボックスボックスボックスボックス設置設置設置設置予定予定予定予定施設施設施設施設    

  ①市役所本庁舎（高砂町６） 

  ②市役所大麻出張所（大麻中町２６－４） 

  ③水道庁舎（萩ヶ岡１－４） 

  ④豊幌地区センター（豊幌６８６－１０） 

 

５５５５    設置機材設置機材設置機材設置機材    
○使用済小型家電回収ボックス： 

   縦×横×高さ：６０ｃｍ×６０ｃｍ×１２０ｃｍ程度 

投入口：４５㎝×４５㎝ 

資料資料資料資料１１１１    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



市市市市によるによるによるによる古布古布古布古布・・・・全衣類全衣類全衣類全衣類のののの回収回収回収回収についてについてについてについて    
 

１１１１    目目目目    的的的的    

  家庭で不要となった衣料品は、フリーマーケットやリサイクルショップ、自治会等

の集団資源回収により一部は再利用・再資源化されておりますが、そのほとんどは再

利用・再資源化されることなく、ごみとして処理されている状況です。 

  このため市では、ごみ減量化に向けた繊維製品の再利用・再資源化を推進していく

ことを目的に、自治会等による集団資源回収やフリーマーケット等と並行する形で、

古布・全衣類の拠点ボックス回収を実施する予定です。 

 

２２２２    回収方法回収方法回収方法回収方法等等等等    

(1) 回収方法 

 公共施設４か所（予定）にボックスを設置して回収。 

(2) 回収対象品目 

 素材に関わらず衣類、衣料品全般、古布、毛布 

Ｔシャツ、Ｙシャツ、ブラウス、ベビー服、ポロシャツ、バスタオル、タオルケッ

ト、フェイスタオル、バスローブ、シーツ、布団カバー、枕カバー、パジャマ、寝

巻、スーツ、ジャージ、セーター、フリース、コート、ジャンパー、皮製品、ハン

カチ、スキーウェア、Ｇパン、Ｇジャンなど 

※布団、枕、座布団、絨毯、玄関マット、便座カバー、ぬいぐるみ、洗濯していな

いもの、濡れているもの、汚れのひどいもの、カビやペットなどの臭いのあるもの、

ハギレは回収対象外とする。 

    

３３３３    開始時期開始時期開始時期開始時期    

 平成２６年５月中旬を予定 

 

４４４４    回収回収回収回収ボックスボックスボックスボックス設置設置設置設置予定予定予定予定施設施設施設施設    

 ①市役所本庁舎（高砂町６） 

 ②市役所大麻出張所（大麻中町２６－４） 

 ③水道庁舎（萩ヶ岡１－４） 

 ④豊幌地区センター（豊幌６８６－１０） 

 

５５５５    設置機材設置機材設置機材設置機材    

 古布回収ボックス 

 （縦×横×高さ：４０ｃｍ×４０ｃｍ×８０ｃｍ程度） 

 

 



平成２６年度当初予算（案）パブリックコメント 事業説明書

政策

取組の基本方針

事業名

担当課

1.

2.

3.

4.

（単位：万円）

予算状況 H24決算 H25予算 H26要求 前年比 査定案 増減

【積算内訳】

5.4 5.4 5.4 5.4

128.9 267.1 183.6 △83.5 166.5 △17.1

100.0 105.8 117.7 11.9 115.2 △2.5

32.4 32.4 24.0 △8.4

234.3 378.3 339.1 △39.2 311.1 △28.0

25.2 51.0 47.6 △3.4 47.6

209.1 327.3 291.5 △35.8 263.5 △28.0

・「分別の手引き」の作成費用の減。（隔年発行：平成25年度発行、次回平成27年度予定）
・小型家電及び古布回収ボックス購入費用の増。

査定内容

収集日カレンダー、啓発広報物作成費の精査による減

財
源
内
訳

国・道支出金

市債

その他

一般財源

主な増減理由（前年比）

計

H26年度の
実施内容

講師謝礼・イベント参加者景品

収集日カレンダー、啓発広報物作成

【意見募集にあたっての論点】

上記の取組みに加え、以下の取組みを実施することについて

広報物全戸配布等経費

小型家電及び古布回収ボックス購入費

前年度まで
の実施内容

と効果

古布・衣類、使用済小型家電の公共施設での拠点回収を実施
・古布・衣類の公共施設での拠点回収を新たに実施する。
・使用済小型家電の回収拠点を拡大し、新たに公共施設で拠点回収を行う。

＜拠点回収実施予定施設（４か所）＞
市役所本庁舎、市役所大麻出張所、水道庁舎、豊幌地区センター
新たに回収を行う予定施設の選定にあたっては、地区及び民間事業者による回収拠点
の有無を考慮した。

＜古布・衣類、使用済小型家電の回収見込量＞
古布・衣類 20.0t/年、使用済小型家電 32.3t/年

○

各種イベントでの分別回収等ＰＲ（環境広場、消費者フェア等）

市民講習会（出前講座）の開催

家電量販店（市内２か所）で使用済小型家電の拠点回収（平成24年度開始）

「分別の手引き」及び「収集日カレンダー」並びにその他広報物の作成及び全世帯への配布
（「分別の手引き」及び「収集日カレンダー」に有料広告を掲載して経費を節減）

01 自然・環境

02 循環型社会の形成

目的と
事業概要

ごみと資源物の排出ルール、及び減量化・資源化の必要性について理解してもらい、市民の減量化・資源化の
意識を高め、分別の徹底と適正な排出を図ることを目的に、イベント出展、市民講習会開催、啓発用広報物の作
成・配布を行う。

分別・資源化等啓発事業

生活環境部環境室減量推進課リサイクル係

1

user
四角形

user
四角形



平成２６年度当初予算（案）パブリックコメント意見一覧表（抜粋）

　結果欄：Ａ=新たに取り組む、または既に取り組んでいるもの
　　　　　Ｂ=一部について新たに取り組む、または既に取り組んでいるもの
　　　　　Ｃ=今後の検討課題とするもの
　　　　　Ｄ=実現が難しいもの等

事業名 所管課 ご意見 要求額 査定(案) 市の考え方 結果

古布、衣類、使用済小型家電の公共施
設での拠点回収の新規実施と回収拠点
の拡大は市民が取り組むゴミの減量と
資源リサイクルに効果が期待できる。
なお、車がなくとも歩いて持ち込める
よう、管理人のいる地区センター、自
治会館などへの拠点の拡大が望まし
い。身近に弱者に配慮した拠点ができ
ることで参加する市民の底辺が広がる
ので拡大を検討してほしい。

Ａ

Ａ

分別・資
源化等啓
発事業

減量推
進課

・回収する拠点が拡充されることは、
さらなる総ごみ量の減量や資源化、燃
やすごみ量減につながり、大変良いこ
とと思います。適正な資源化を徹底し
ていくためには、市民にとって出しや
すい環境を整備していくことが重要と
考えますので、更なる拠点増をめざ
し、取り組んでいかれることを期待し
ます。
・資源化を推進していく一方で、容器
包装（ペット、缶、ビン、発泡スチ
ロールなど）について、分別・回収の
仕組みに私たちの多額の税金が投入さ
れていることは、意外に知られていな
いと感じています。リデュース、リ
フューズ、リユースの意識が高まるこ
とが、ごみ減量にもつながることか
ら、このような企画・機会を市民に向
けて積極的に取り組んでください。

339.1万円 311.1万円

　当市では、ごみの発生抑制、再使用及び
再生利用の促進によるごみの減量化に向け
た具体的な取り組みの一つとして、平成26
年度より公共施設での古布・衣類及び使用
済小型家電の拠点回収を実施します。
　特に、古布・衣類の拠点回収について
は、当市で初めての試みであり、当初は地
区ごとに設定した拠点で回収を実施します
が、今後については事業開始後の回収量を
見極めつつ、拠点の拡大を検討していきま
す。
　また、リフューズ、リデュース、リユー
スの市民意識の高揚に向けた取り組みにつ
いては、ごみの減量化や循環型社会の実現
に向けて極めて重要と考えていますので、
市の清掃部門広報誌「ごみコミえべつ」を
通して啓発に努めていきます。


